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の
自
主
性
及
び
自
立
性
を
高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た

め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
」
　
（
第
三
次
一
括
法
）
　
が

成
立
し
た
。

平
成
二
六
年
五
月
に
は
、
国
か
ら
地
方
自
治
体
に
四
一
の
事

務
・
権
限
を
移
譲
す
る
た
め
の
「
地
域
の
自
主
性
及
び
自
立
性
を

高
め
る
た
め
の
改
革
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に

関
す
る
法
律
」
　
（
第
四
次
一
括
法
）
　
が
成
立
、
こ
れ
に
よ
り
、
過

疎
地
の
高
齢
者
ら
向
け
の
自
家
用
車
に
よ
る
送
迎
サ
ー
ビ
ス
の
登

録
事
務
を
、
国
土
交
通
省
地
方
運
輸
局
か
ら
希
望
す
る
市
町
村
に

移
す
こ
と
な
ど
が
盛
り
込
ま
れ
た
。

市
町
村
へ
の
移
管
に
伴
い
、
送
迎
サ
ー
ビ
ス
は
、
地
域
の
実
情

に
応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
団
体
に
よ
る
運
営
が
可
能
と
な
る
な
ど
規

制
が
緩
和
さ
れ
る
。
こ
の
ほ
か
、
市
立
小
中
学
校
の
学
級
編
成
基

準
の
策
定
な
ど
、
都
道
府
県
が
担
っ
て
い
る
二
三
の
事
務
・
権
限

を
政
令
市
に
移
す
こ
と
に
な
っ
た
。

第
四
次
一
括
法
の
成
立
で
、
地
方
分
権
改
革
推
進
委
員
会
の
勧

告
に
基
づ
く
制
度
改
正
は
一
区
切
り
を
迎
え
、
今
後
の
地
方
分
権

改
革
は
、
全
国
の
自
治
体
か
ら
の
提
案
を
ベ
ー
ス
に
見
直
し
の
議

論
を
す
る
こ
と
に
な
る
。

臼
　
最
近
の
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正

地
方
議
会
に
係
る
地
方
自
治
法
の
改
正
は
、
地
方
分
権
改
革
の

流
れ
の
中
で
、
数
次
行
わ
れ
て
き
て
お
り
、
議
会
の
機
能
強
化
と

自
由
度
の
拡
大
に
向
け
た
動
き
は
、
今
後
も
進
む
も
の
と
考
え
ら

れる。議
会
は
、
住
民
自
治
を
担
う
主
役
で
あ
り
、
そ
の
役
割
は
ま
す

ま
す
重
要
に
な
っ
て
い
る
。
議
会
が
そ
の
活
動
を
よ
り
充
実
さ
せ
、

住
民
の
負
託
に
応
え
て
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

①
　
平
成
二
三
年
地
方
自
治
法
改
正
　
（
平
成
二
三
年
四
月
二
八

日
成
立
、
同
年
五
月
二
日
公
布
）

こ
の
法
改
正
は
、
地
方
公
共
団
体
の
自
由
度
の
拡
大
を
図

る
た
め
の
措
置
と
し
て
、
議
員
定
数
の
法
定
上
限
の
撤
廃
、

議
決
事
件
の
範
囲
の
拡
大
、
行
政
機
関
等
の
共
同
設
置
、
全

部
事
務
組
合
等
の
廃
止
、
地
方
分
権
改
革
推
進
計
画
に
基
づ

く
義
務
付
け
の
廃
止
に
関
す
る
事
項
の
ほ
か
、
直
接
請
求
制

度
の
見
直
し
と
し
て
直
接
請
求
代
表
者
の
資
格
制
限
の
創
設
、

署
名
に
関
す
る
罰
則
の
追
加
に
関
す
る
事
項
が
改
正
さ
れ
た
。

②
　
平
成
二
四
年
地
方
自
治
法
改
正
　
（
平
成
二
四
年
八
月
二
九

日
成
立
、
同
年
九
月
五
日
公
布
）

こ
の
法
改
正
は
、
地
方
公
共
団
体
の
議
会
及
び
長
に
よ
る

適
切
な
権
限
の
行
使
の
確
保
と
住
民
自
治
の
更
な
る
充
実
を

主
な
目
的
と
し
て
、
主
と
し
て
次
の
よ
う
な
改
正
内
容
と
な

っ
て
い
る
。

○
　
地
方
議
会
制
度
関
係

・
定
例
会
・
臨
時
会
の
区
分
を
設
け
ず
通
年
の
会
期
と
す

る
制
度
の
創
設

．
臨
時
会
の
招
集
請
求
に
対
し
、
長
が
招
集
し
な
い
場
合

の
議
長
へ
の
議
会
招
集
権
の
付
与

●
委
員
の
選
任
等
、
委
員
会
に
関
す
る
規
定
の
条
例
へ
の

委
任

．
本
会
議
に
お
け
る
公
聴
会
の
開
催
・
参
考
人
招
致
の
制

度
化

．
政
務
調
査
費
を
政
務
活
動
費
へ
名
称
変
更
し
、
経
費
の

範
囲
を
条
例
に
規
定

○
　
議
会
と
長
と
の
関
係

．
再
議
制
度
に
附
し
、
一
般
再
議
の
対
象
の
拡
大
（
総
合

計
画
等
）
　
と
収
支
不
能
再
議
の
廃
止

●
専
決
処
分
の
対
象
の
見
直
し
と
不
承
認
に
対
す
る
長
の

対
応

●
条
例
の
公
布
の
取
り
扱
い
の
明
確
化

○
　
そ
の
他

●
直
接
請
求
制
度
の
署
名
数
要
件
等
の
緩
和

●
国
等
に
よ
る
遵
法
確
認
訴
訟
制
度
の
創
設

．
一
部
事
務
組
合
等
か
ら
の
脱
退
手
続
き
の
簡
素
化
と
特

例
一
部
事
務
組
合
の
創
設

●
広
域
連
合
に
関
し
て
理
事
会
制
度
を
導
入

③
　
平
成
二
六
年
地
方
自
治
法
改
正
（
平
成
二
六
年
五
月
二
三

日
成
立
、
同
年
五
月
三
〇
日
公
布
）

今
回
の
改
正
は
、
地
方
公
共
団
体
の
組
織
及
び
運
営
の
合

理
化
を
図
る
た
め
、
地
方
制
度
調
査
会
の
答
申
（
平
成
二
五

年
六
月
二
五
日
）
を
踏
ま
え
、
指
定
都
市
に
つ
い
て
区
の
事

務
所
が
分
掌
す
る
事
務
を
条
例
で
定
め
る
こ
と
と
す
る
ほ
か
、

中
核
市
制
度
と
特
例
市
制
度
の
統
合
、
地
方
公
共
団
体
が
相

互
に
連
携
す
る
際
の
基
本
的
な
方
針
等
を
定
め
る
連
携
協
約

制
度
の
創
設
を
内
容
と
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

○
　
指
定
都
市
制
度
の
見
直
し

●
区
の
役
割
の
拡
充

・
指
定
都
市
都
道
府
県
調
整
会
議
の
設
置

○
　
中
核
市
制
度
と
特
例
市
制
度
の
統
合

○
　
新
た
な
広
域
連
携
の
制
度
の
創
設

・
「
連
携
協
約
」
制
度
の
創
設

・
「
事
務
の
代
替
執
行
」
制
度
の
創
設

三
　
議
会
の
使
命
と
議
員
の
職
責

1
　
議
会
の
地
位

議
会
は
、
住
民
を
代
表
す
る
公
選
の
議
員
を
も
っ
て
構
成
さ
れ

る
地
方
公
共
団
体
の
意
思
決
定
機
関
で
あ
る
。
日
本
国
憲
法
は
、

UFO2
ハイライト表示

UFO2
ハイライト表示

UFO2
線

UFO2
線

UFO2
矢印

UFO2
タイプライター
ここからお読みください。

UFO2
タイプライター
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雛
九
∴
条
で
「
地
方
公
共
団
体
に
は
、
法
律
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
そ
の
議
事
機
関
と
し
て
議
会
を
設
置
す
る
」
と
定
め
、
地

方
議
会
の
設
置
根
拠
が
憲
法
で
保
障
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
「
議
事
機
関
」
と
し
、
国
会
の
よ
う
に
「
立
法
機
関
」

と
し
な
か
っ
た
の
は
、
議
会
は
条
例
の
制
定
、
改
廃
に
と
ど
ま
ら

ず
、
ひ
ろ
く
行
財
政
全
般
に
わ
た
る
具
体
的
事
務
の
処
理
に
つ
い

て
も
、
意
思
決
定
機
関
と
し
て
の
権
能
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、

議
会
の
議
決
を
経
た
上
で
諸
々
の
事
務
を
執
行
す
る
こ
と
と
さ
れ
、

独
断
専
行
を
許
さ
な
い
建
前
が
と
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
同
時

に
議
会
の
地
位
の
重
要
性
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
議
会
が
い
か
に

住
民
の
福
祉
を
考
え
、
住
民
の
立
場
に
立
っ
て
判
断
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
か
を
教
え
て
い
る
と
い
え
る
。

し
か
し
、
長
、
議
会
と
も
に
住
民
の
直
接
公
選
に
よ
る
機
関
で

あ
り
、
互
い
に
独
立
し
、
そ
の
権
限
を
侵
さ
ず
、
侵
さ
れ
ず
、
対

等
の
立
場
と
地
位
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
十
分
理
解
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

2
　
議
会
の
使
命

こ
の
よ
う
な
地
位
に
立
つ
議
会
の
使
命
は
、
果
た
し
て
何
で
あ

ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
二
つ
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
第
一
は
、
地
方
公

共
団
体
の
具
体
的
政
策
を
最
終
的
に
決
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。

議
会
は
、
地
方
公
共
団
体
の
政
策
形
成
過
程
及
び
政
策
の
実
施

過
程
に
多
面
的
に
参
画
し
、
そ
の
要
所
で
重
要
な
意
思
決
定
を
行

っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
現
状
で
は
多
く
の
政
策
は
執
行
機
関
の

側
で
作
ら
れ
、
議
会
に
提
案
さ
れ
て
い
る
が
、
議
員
は
本
会
議
や

委
員
会
で
の
質
問
、
質
疑
、
修
正
等
を
通
し
て
、
政
策
形
成
過
程

に
参
画
し
、
予
算
、
契
約
、
条
例
等
の
審
議
に
お
い
て
最
終
的
な

政
策
の
決
定
、
す
な
わ
ち
地
方
公
共
団
体
の
意
思
決
定
を
行
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

議
員
自
身
に
よ
る
政
策
の
提
案
は
、
具
体
的
に
は
質
問
、
質
疑

と
い
う
や
や
間
接
的
な
方
法
を
と
る
場
合
が
多
い
が
、
意
見
書
、

決
議
と
い
う
形
を
と
っ
た
り
、
時
に
は
議
員
立
法
で
条
例
を
制
定

し
た
り
し
て
直
接
的
に
政
策
形
成
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
第
二
は
、
議
会
が
決
定
し
た
政
策
を
中
心
に
行
う
執
行
機

関
の
行
財
政
の
運
営
や
事
務
処
理
な
い
し
事
業
の
実
施
が
、
す
べ

て
適
法
・
適
正
に
、
し
か
も
、
公
平
・
効
率
的
に
、
そ
し
て
民
主

的
に
な
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
批
判
し
監
視
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
批
判
と
監
視
は
、
非
難
で
も
な
け
れ
ば
批
評
や
論
評
で
も
な

く
、
あ
く
ま
で
も
住
民
全
体
の
立
場
に
立
っ
て
な
さ
れ
る
文
字
ど

お
り
正
し
い
意
味
で
の
批
判
で
あ
り
、
ま
た
、
住
民
の
立
場
に
立

っ
て
の
監
視
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。

地
方
議
会
の
構
成
員
で
あ
る
議
員
は
、
以
上
の
こ
と
を
十
分
理

解
し
、
よ
く
そ
の
職
責
を
わ
き
ま
え
、
行
動
す
る
こ
と
が
要
求
さ

れ
る
こ
と
を
ま
ず
認
識
す
べ
き
で
あ
る
。

3
　
議
員
の
職
責

議
員
は
、
住
民
か
ら
選
ば
れ
、
そ
の
代
表
者
と
し
て
議
会
の
構

成
員
と
な
る
の
で
あ
り
、
「
選
良
」
と
い
う
こ
と
ば
で
呼
ば
れ
る

よ
う
に
、
人
格
・
識
見
と
も
に
す
ぐ
れ
た
代
表
者
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
議
員
の
二
言
二
句
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
住
民
の
意
見

で
あ
り
、
住
民
か
ら
の
声
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
議
員
が

行
う
質
問
や
質
疑
・
討
論
は
、
同
時
に
住
民
の
疑
問
で
あ
り
意
見

で
あ
り
、
表
決
に
お
い
て
投
ず
る
一
票
は
、
住
民
の
立
場
に
立
っ

て
の
真
剣
な
一
票
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
憲
法
第
一
五
条
で
「
公
務
員
は
、
全
体
の
奉
仕
者
で
あ

っ
て
、
一
部
の
奉
仕
者
で
は
な
い
」
と
定
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

議
員
は
、
住
民
全
体
の
代
表
者
で
あ
り
、
奉
仕
者
で
あ
っ
て
、
こ

れ
が
議
員
の
本
質
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
議
員
が

住
民
の
直
接
の
選
挙
に
よ
っ
て
選
任
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
当
然
に

導
き
出
さ
れ
る
自
明
の
理
で
あ
る
。
本
来
、
住
民
が
議
員
を
選
挙

す
る
に
当
た
っ
て
は
、
自
分
個
人
の
利
害
の
み
の
立
場
に
立
つ
の

で
は
な
く
、
同
時
に
全
体
と
し
て
の
利
害
を
も
考
え
、
町
村
全
体

の
立
場
に
立
っ
て
一
票
を
投
ず
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
現
実
に
な
さ
れ
る
誠
員
活
動
の
面
に
お
い
て

は
、
こ
の
こ
と
が
必
ず
し
も
容
易
に
実
現
で
き
な
い
場
合
が
少
な

く
な
い
。

特
に
、
住
民
の
行
政
に
対
す
る
関
心
が
高
ま
る
中
で
特
定
の
施

設
　
（
じ
ん
芥
処
理
場
や
し
尿
処
理
場
等
）
　
の
設
置
場
所
や
特
殊
の

事
業
実
施
を
め
ぐ
っ
て
、
あ
る
い
は
、
振
興
開
発
計
画
の
策
定
や

推
進
、
企
業
の
立
地
や
誘
致
な
ど
に
関
し
て
住
民
の
意
見
が
対
立

し
て
、
地
域
そ
の
他
関
係
の
議
員
が
、
ど
う
判
断
し
、
ど
の
よ
う

に
行
動
し
た
ら
よ
い
か
苦
慮
さ
せ
ら
れ
る
場
合
が
多
い
。

こ
の
よ
う
な
場
合
に
、
議
員
と
い
う
立
場
で
は
ど
の
よ
う
な
判

断
が
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
、
二
つ
の
側
面
か

ら
の
判
断
が
働
く
と
い
わ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
一
面
に
お
い
て
は

議
員
は
全
体
の
代
表
者
で
あ
り
、
奉
仕
者
で
あ
る
と
い
う
全
体
的

立
場
に
立
っ
て
の
「
一
般
的
な
意
思
」
　
に
よ
る
判
断
で
あ
る
。
ま

た
、
反
面
に
お
い
て
は
、
選
挙
に
お
い
て
自
ら
の
選
挙
母
体
と
な

っ
た
地
区
な
り
組
織
の
立
場
に
立
っ
て
の
　
「
分
化
的
な
意
思
」
　
に

よ
る
判
断
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
議
員
と
し
て
は
、
こ

の
二
つ
の
側
面
か
ら
働
く
「
一
般
的
意
思
」
と
「
分
化
的
意
思
」

が
合
致
す
る
と
き
は
何
ら
問
題
は
な
い
が
、
そ
れ
が
相
反
し
、
矛

盾
す
る
場
合
の
判
断
が
大
事
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
場
合
、
議

員
た
る
者
は
、
自
己
の
内
部
に
お
い
て
こ
れ
を
調
整
統
合
し
、
昇

華
す
る
盆
山
務
を
有
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
代
表
者
た
る
議
員
は
、
そ
の
地
区
の
福

祉
に
矛
盾
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
住
民
の
福
祉
を
無
視
し
、
住
民
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の
福
祉
に
反
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
地
区
の
福
祉
を
無
視
し

て
よ
い
と
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
地
位
を
有
す
る
の
で
あ
り
、

そ
の
意
味
で
代
表
者
た
る
議
員
は
、
二
つ
の
義
務
を
有
し
、
二
つ

の
機
能
を
行
う
こ
と
を
必
然
的
に
宿
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え

よ
う
。代

表
者
た
る
議
員
は
、
ま
さ
に
、
こ
の
二
つ
の
義
務
と
二
つ
の

機
能
を
、
一
つ
に
統
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
大
な
使
命
を
持

つ
も
の
と
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

次
に
、
今
日
、
地
域
社
会
は
、
激
動
す
る
経
済
社
会
情
勢
の
中

で
、
日
々
進
展
し
、
変
革
し
て
い
る
か
ら
、
議
会
も
行
政
も
こ
れ

に
的
確
に
対
処
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
議
員

が
た
だ
単
に
、
住
民
の
声
と
心
を
代
表
し
、
代
弁
す
る
だ
け
の
役

割
に
終
始
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
一
歩
踏
み
出
し
て
、
常
に
住
民

の
中
に
飛
び
込
み
、
住
民
と
の
対
話
を
重
ね
、
住
民
の
悩
み
と
声

を
汲
み
取
り
な
が
ら
議
論
を
重
ね
て
調
査
研
究
を
進
め
、
住
民
全

体
の
福
祉
向
上
と
地
域
社
会
の
活
力
の
あ
る
発
展
を
目
指
し
て
時

に
は
住
民
に
訴
え
、
時
に
は
住
民
を
指
導
し
て
、
そ
の
実
現
に
槙

極
的
に
努
力
す
る
こ
と
が
大
事
で
あ
る
。

そ
し
て
、
前
述
の
議
会
が
持
つ
二
つ
の
使
命
、
す
な
わ
ち
「
具

体
的
な
政
策
の
最
終
決
定
」
と
「
行
財
政
運
営
の
批
判
と
監
視
」

を
、
完
全
に
達
成
で
き
る
よ
う
議
会
の
一
員
と
し
て
懸
命
に
努
力

す
る
こ
と
が
議
員
の
職
茸
で
あ
ろ
う
。

■
l
l
l
で

第
一
編
　
議
会
と
議
員
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